
 

101号事件 

 

第１ 審査会の結論 

   実施機関が行った部分開示決定（平成 30年７月３日付地コ第 68号の４）は妥当

である。 

 

第２ 公文書開示請求から本件審査会に至るまでの経緯 

１ 公文書開示請求 

平成 30 年５月 22 日、証明書交付キオスク端末一式に係る落札者の入札内訳書、導

入及び運用に関する契約書の公文書開示請求がなされた。 

 ２ 第三者意見照会及び公文書開示決定等期間延長通知 

同月 29日、桑名市情報公開条例（以下「条例」という）第 15条第１項により第

三者に対する意見書提出の機会付与を実施し回答を得るまでに時間を要するとの

理由で、開示決定の期間を同年７月３日まで延期する公文書開示決定等期間延長通

知書を公文書開示請求者へ送付した。 

 ３ 第三者意見回答 

同年６月 29日、条例第 15条第１項に基づき口頭にて意見書提出機会付与を行っ

た審査請求人より、証明書等自動交付事務委託契約書の別紙１、２及び仕様書部分

については、コンビニ交付事務のセキュリティに係る事項であることから非開示を

求める旨の意見照会の回答を口頭で得た。 

 ４ 公文書部分開示決定 

同年７月３日、開示請求で特定した文書のうち、印影を除く全てを公開する旨の

公文書部分開示決定通知書（地コ第 68号の４）を開示請求者へ送付するとともに、

条例第 15 条第３項に基づき、同内容にて公文書を開示決定した旨及び開示の予定

日は同月 25日である旨の通知書（地コ第 68号の６）を審査請求人に送付した。 

 ５ 本件審査請求以後の経緯 

同月 20 日、本件審査請求を受理した。部分開示決定された証明書等自動交付事

務委託契約書（以下「事務委託契約書」という）のうち「別紙１ 交付事務に係る

セキュリティについて」（以下単に「別紙１」という）は、平成 27年２月 13日に

市と審査請求人が締結したコンビニ交付及び IC カード標準システムの機密保持契

約書（以下「機密契約書」という）の機密情報に該当するため、非開示とされるべ

きであるとの理由であった。 

また、８月 21 日、審査請求人は本審査会に出席し、事務委託契約書別紙１を非

開示とするべき理由として、次の理由を付加した。同別紙１は、①条例第７条第４

号に該当する。②条例第７条第３号に該当し、同号アないしウに該当しない。③条

例第７条第６号に該当する。 



 

 

第３ 実施機関の弁明 

   市と審査請求人が締結した機密契約書第２条には、「本契約における機密情報は、

甲（審査請求人）が本目的のために必要があると認めて、機密表示をし、開示するす

べての情報及び乙（市）が本目的の作業上知り得た甲の非公開情報とする。」と規定

されている。しかし、事務委託契約書には機密表示がなされていないこと、事務委託

契約書は市が作業上知り得た審査請求人の非公開情報ではなく、機密情報には該当し

ない。また、事務委託契約書別紙１には、条例により非開示とするべき内容の記載が

ない。 

 

第４ 審査会の判断 

 １ 事務委託契約書別紙１が機密情報か否かについて 

同別紙１に機密表示がなされていないことは、審査請求人も認めている。かつ、別

紙１は、事務委託契約書の一部をなす文書であって、市が本目的の作業上知り得た審

査請求人の非公開情報とは認められない。 

さらに、機密保持契約書第２条第１項第１号によれば、開示の時点で既に公知の

もの又は市の責めによらず公知となった情報は機密情報から除外されているとこ

ろ、別紙１は、○○○のホームページに遅くとも平成 30 年６月末日までには公開

されていた情報であり、実施機関が開示決定を行った時点で、既に公知のものとな

っていた情報である（○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○）。 

よって機密情報には該当しない。 

 ２ 条例第７条第３、４、６号該当性について 

条例第７条第３、４、６号は、いずれも非公知の情報を公にすることで、一定の

保護法益が害され、又はそのおそれが生じると認められる情報を非開示とする規定

である。 

そうであれば、実施機関が開示決定を行った時点で、既に公知のものとなってい

る情報を非開示とする理由は認められない。また、その他に非開示とするべき理由

も認められない。 

よって、実施機関が行った公文書部分開示決定は妥当である。 

 

第５ 結論 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

 

 

 



 

審査会の処理経過 

審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年 月 日 処 理 内 容 

平成 30年７月 31日 ・実施機関から審査請求諮問書及び審査会会議出席届出

書を受理 

８月 １日 ・審査請求人に対して意見書及び出席申請書提出通知 

８月 13日 ・審査請求人から意見書及び審査会出席届出書受理 

   ８月 21日 ・書面審理 

・審査請求人の口頭意見陳述 

・実施機関の補足説明の聴取 

・審議             （第１回審査） 

 ９月 ５日 ・答申 
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